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高
速
道
路
株
式
会
社
法
要
綱

第
一

会
社
の
目
的

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
高
速
道
路

の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
そ
の
他
の
管
理
を
効
率
的
に
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
道
路
交
通
の
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て

国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
と
国
民
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
と
す
る
こ
と
。（

第
一
条
関
係
）

第
二

株
式

政
府
（
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
、
阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社
及
び
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、

政
府
及
び
地
方
公
共
団
体
）
は
、
常
時
、
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
に
当
た
る
株
式
を
保
有
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
三

事
業
の
範
囲

１

会
社
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
営
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
一
項
関
係
）
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一

道
路
整
備
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
行
う
高
速
道
路
の
新
設
又
は
改
築

二

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
か
ら
借
り
受
け
た
道
路
資
産

に
係
る
高
速
道
路
に
つ
い
て
道
路
整
備
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
行
う
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理
（
新
設

及
び
改
築
を
除
く
。
）

三

高
速
道
路
の
通
行
者
又
は
利
用
者
の
利
便
に
供
す
る
た
め
の
休
憩
所
、
給
油
所
そ
の
他
の
施
設
の
建
設
及
び
管
理

四

一
か
ら
三
ま
で
の
事
業
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
の
委
託
に
基
づ

き
行
う
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理
並
び
に
道
路
に
関
す
る
調
査
、
測
量
、
設
計

、
試
験
及
び
研
究

五

本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
一
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
業

イ

機
構
の
委
託
に
基
づ
き
行
う
本
州
と
四
国
を
連
絡
す
る
鉄
道
施
設
の
管
理

ロ

一
か
ら
三
ま
で
及
び
イ
の
事
業
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
の
委

託
に
基
づ
き
行
う
長
大
橋
の
建
設
並
び
に
長
大
橋
に
関
す
る
調
査
、
測
量
、
設
計
、
試
験
及
び
研
究

六

一
か
ら
五
ま
で
の
事
業
に
附
帯
す
る
事
業
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熊
本
県
、
大
分
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児
島
県
及
び
沖
縄
県
の
区
域
内
の
高
速
道
路
（
三
、
五
及
び
六
に
定
め
る
高
速
道
路

を
除
く
。
）

五

阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社

大
阪
市
の
区
域
、
神
戸
市
の
区
域
、
京
都
市
の
区
域
（
大
阪
市
及
び
神
戸
市
の
区
域
と

自
然
的
、
経
済
的
及
び
社
会
的
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
区
域
に
限
る
。
）
並
び
に
そ
れ
ら
の
区
域
の
間
及
び
周
辺
の
地

域
内
の
自
動
車
専
用
道
路
等
の
う
ち
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

六

本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社

本
州
と
四
国
を
連
絡
す
る
自
動
車
専
用
道
路
等

３

会
社
は
、
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
２
に
よ
り
そ
の
事
業
を
営
む
こ
と
と
さ
れ

た
高
速
道
路
以
外
の
高
速
道
路
に
お
い
て
も
、
１
の
一
か
ら
三
ま
で
の
事
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
四
項
関
係
）

４

会
社
は
、
１
の
事
業
を
営
む
ほ
か
、
１
の
一
か
ら
三
ま
で
の
事
業
（
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は

、
１
の
一
か
ら
三
ま
で
及
び
五
イ
の
事
業
）
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
１
の
事
業
以
外
の
事
業
を
営
む
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
、
会
社
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
五
項
関
係
）
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第
四

協
定

１

会
社
は
、
第
三
の
１
の
一
又
は
二
の
事
業
を
営
も
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
機
構
と
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
（

以
下
「
協
定
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
一
項
関
係
）

２

会
社
は
、
お
お
む
ね
五
年
ご
と
に
、
第
三
の
１
の
一
又
は
二
の
事
業
の
実
施
状
況
を
勘
案
し
、
協
定
に
つ
い
て
検
討
を

加
え
、
こ
れ
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
そ
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た

、
大
規
模
な
災
害
の
発
生
そ
の
他
社
会
経
済
情
勢
の
重
大
な
変
化
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
協
定
を
変
更
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
第
二
項
関
係
）

第
五

監
督

会
社
は
、
新
株
等
の
発
行
等
、
代
表
取
締
役
等
の
選
定
等
の
決
議
、
事
業
計
画
等
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
等
、
会
社
の
監
督
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
及
び
第
九
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
関
係
）

第
六

附
則
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１

こ
の
法
律
は
、
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

会
社
が
第
三
の
１
の
一
か
ら
三
ま
で
の
事
業
を
営
む
高
速
道
路
を
定
め
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

２

政
府
は
、
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社
に
つ
い
て
、
同
社
が
事
業
を
営
む
高
速
道
路
に
係
る
機
構
の
債
務
が
相

当
程
度
減
少
し
、
か
つ
、
同
社
の
経
営
の
安
定
性
の
確
保
が
確
実
に
な
っ
た
時
に
お
い
て
、
同
社
と
西
日
本
高
速
道
路
株

式
会
社
と
の
合
併
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

３

政
府
は
、
当
分
の
間
、
第
三
の
１
の
一
及
び
二
の
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
会
社
の
債
務
に
つ
い
て
、
保

証
契
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）


